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《令和６年２月５日》

午前１０時００分 開会

────────────────────────────────────

◎開会宣告

本日をもって招集されました令和６年第１回遠軽町議会臨時会を○議長（杉本信一君）

開会します。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

直ちに、本日の会議を開きます。○議長（杉本信一君）

────────────────────────────────────

◎諸般報告

会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。○議長（杉本信一君）

御報告いたします。○議会事務局長（小野寺正彦君）

ただいまの出席議員は、１６人であります。

本日の列席者は、佐々木町長、佐藤教育長、村瀬代表監査委員であります。

次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の令和５年度例月出納検査の結果、議長の執務及び閉会中における各委員会等の活動状況

につきましては、別紙印刷の上、お手元に配付のとおりであります。

次に、本臨時会の日程は、第４までとなっております。

以上で、報告を終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。○議長（杉本信一君）

本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、山本議員、前島議員を

指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定について

日程第２ 会期の決定についてを議題とします。○議長（杉本信一君）

本件について、議会運営委員長の報告を求めます。

秋元議会運営委員長。

－登壇－○議会運営委員長（秋元直樹君）

御報告いたします。

本日をもって招集されました令和６年第１回遠軽町議会臨時会の会期につきましては、

本日午前９時３０分から議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日１日間と決定いたし

ました。

以上、御報告申し上げます。

お諮りします。○議長（杉本信一君）
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本臨時会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日１日間にしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（杉本信一君）

したがって、会期は、本日１日間とすることに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 町長の提出案件要旨説明

日程第３ 町長の提出案件要旨説明を求めます。○議長（杉本信一君）

佐々木町長。

－登壇－○町長（佐々木修一君）

令和６年第１回遠軽町議会臨時会の開会に当たり、議員の皆様には、大変お忙しい中御

参集いただき、厚くお礼申し上げます。

初めに、本年１月１日に発生した令和６年能登半島地震におきまして、犠牲になられた

方々と御遺族の皆様に対し、謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた

方々に心よりお見舞い申し上げ、被災地の１日も早い復旧・復興を祈念いたします。

また、厳しい状況の中で、被災者の救済と被災地の復旧・復興支援のために御尽力され

ている方々に深く敬意を表します。

町では、町としてできる支援を最大限行ってまいりたいと考えており、本議会におきま

して、被災地に対する義援金の補正予算を計上したところであります。

それでは、本議会に提出いたしました議案の大要について、御説明申し上げます。

議案第１号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第１０号）は、歳入については、国庫

支出金及び繰越金を補正するものです。

歳出については、令和６年度能登半島地震災害義援金、低所得者支援として低所得者支

援補足給付金、定額減税に対応するための確定申告受付システム改修業務委託料及び総合

行政情報システム改修業務委託料、消費税の修正申告に伴う地域生活支援事業補償金を計

上したところです。

また、債務負担行為として、遠軽高等学校下宿整備事業補助金の期間及び限度額を設定

するものです。

以上が、本議会に提案をいたしました議案の大要です。

御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願いを申し上げます。

────────────────────────────────────

◎日程第４ 議案第１号

日程第４ 議案第１号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第１○議長（杉本信一君）

０号）を議題とします。

提出者の説明を求めます。
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今井財政課長。

議案第１号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第１０号）○財政課長（今井昌幸君）

について説明いたします。

令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第１０号）につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額に、歳入歳出それぞれ８,７４５万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１

８３億５,８２１万４,０００円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。

繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」により説明いたします。

債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」により説明いたします。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の１、歳入から説明いたします。

１５款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に７,９７６万３,０００円を追加

し、総額を２０億６,３９５万９,０００円とするものです。

２０款繰越金につきましては、１項繰越金に７６９万円を追加し、総額を２億９,６９

４万７,０００円とするものです。

これにより、歳入合計１８２億７,０７６万１,０００円に８,７４５万３,０００円を追

加し、総額を１８３億５,８２１万４,０００円とするものです。

次に、２、歳出について説明いたします。

次のページをお開き願います。

２款総務費１項総務管理費に８,２７６万３,０００円を追加、２項町税費に１４９万

６,０００円を追加し、総額を４３億３,５５３万７,０００円とするものです。

３款民生費１項社会福祉費に３１９万４,０００円を追加し、総額を３６億３,２４８万

９,０００円とするものです。

これにより、歳出合計１８２億７,０７６万１,０００円に８,７４５万３,０００円を追

加し、総額を歳入歳出同額の１８３億５,８２１万４,０００円とするものです。

次に、第２表、繰越明許費補正について説明いたします。

繰越明許費の追加につきましては、２款総務費２項徴税費、賦課徴収一般経費１０５万

６,０００円について、翌年度に繰り越して使用することができる経費とするものです。

次に、第３表、債務負担行為補正について説明いたします。

次のページをお開き願います。

債務負担行為の追加につきましては、遠軽高等学校の生徒数を確保するため、町外から

の生徒を受け入れる下宿に不足があることから、新たな施設整備に対する寄附の申出をい

ただいたところであり、遠軽高等学校下宿整備事業補助金として限度額２億４,０００万

円を追加するもので、期間は令和５年度から令和６年度までとしております。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から説

明いたします。
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１０ページをお開き願います。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、総務一般経費３００万円につきましては、

１月１日に発生した令和６年能登半島地震により被災された方々への支援及び被災地の復

興のため、令和６年能登半島地震災害義援金を計上するものです。

１７目物価高騰対策費、低所得者支援補足給付金給付事業７,９７６万３,０００円につ

きましては、国が令和６年度に実施する定額減税に当たり、定額減税の恩恵を十分に受け

ることができないと見込まれる令和５年度住民税均等割のみ課税される世帯に対し１０万

円、令和５年度における住民税非課税世帯及び均等割のみ課税される世帯で扶養される１

８歳以下の児童１人当たりに対し５万円を給付するため、必要な経費を計上するもので、

職員に係る時間外及び休日勤務手当５９万６,０００円、消耗品費１８万９,０００円、印

刷製本費１７万９,０００円、案内送付等に係る通信運搬費２８万７,０００円、銀行振込

に係る手数料３３万円、総合行政情報システム改修業務委託料６８万２,０００円、低所

得者支援補足給付金は令和５年度住民税均等割のみ課税世帯分を６００世帯と見込み、

６,０００万円、令和５年度住民税非課税世帯に係る子ども加算分を３００人と見込み、

１,５００万円、令和５年度住民税均等割のみ課税世帯に係る子ども加算分を５０人と見

込み、２５０万円、合わせて７,７５０万円を計上するものです。

１２ページをお開き願います。

２項徴税費２目賦課徴収費、賦課徴収一般経費１４９万６,０００円につきましては、

令和６年度実施の所得税個人住民税の定額減税に対応するため、確定申告受付システム改

修業務委託料４４万円を計上、総合行政情報システム改修業務委託料については１０５万

６,０００円を計上し、繰越明許費とするものです。

１４ページをお開き願います。

３款民生費１項社会福祉費２目障害者福祉費、障害者福祉一般経費３１９万４,０００

円につきましては、障がい者及び障がい児相談支援事業における消費税の取扱いについ

て、市町村が行う相談支援事業を民間事業者に委託した場合も消費税の課税対象となるこ

とが判明したことから、受託事業者４事業所の修正申告に伴い発生する費用として、平成

３０年度から令和４年度までの消費税分を町が負担するため、地域生活支援事業補償金を

計上するものです。

なお、修正申告による消費税の支払により、追加で支払いが必要となる延滞税や加算税

分については、額の確定後において補正予算を計上いたします。

次に、２、歳入について説明いたします。

８ページをお開き願います。

１５款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金７,９７６万３,０００円につき

ましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を計上するものです。

２０款繰越金１項繰越金１目繰越金７６９万円につきましては、前年度繰越金の追加で

す。
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以上で、説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（杉本信一君）

質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。

２款総務費、１０ページから１３ページ。

９番佐藤議員。

能登半島地震義援金の３００万円について、金額の決定根拠と支○９番（佐藤 登君）

援する根拠についてお伺いいたします。

堂前総務課長。○議長（杉本信一君）

御質問にお答えいたします。○総務課長（堂前政好君）

義援金の額の根拠でございますけれども、過去の義援金の実績とともに、オホーツク管

内の状況を総合的に判断をいたしまして、今回の義援金につきましては３００万円と決定

したところでございます。

以上でございます。

ほか、ありませんか。○議長（杉本信一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、３款民生費、１４ページから１５ページ。○議長（杉本信一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（杉本信一君）

１５款国庫支出金、８ページ、９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

２０款繰越金、８ページ、９ページ。○議長（杉本信一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第２表繰越明許費補正、３ページ。○議長（杉本信一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第３表債務負担行為補正、４ページ。○議長（杉本信一君）

８番佐藤議員。

説明の中で、新たな設備を造るのに寄附金をいただいたというこ○８番（佐藤 昇君）

とで説明を受けたのですが、もう少し具体的な内容、どこにどういうふうにどうするの

か、これのところをちょっともう少し具体的にお聞きしたいのですが。

中原企画課長。○議長（杉本信一君）

ただいまの佐藤昇議員の御質問にお答えします。○企画課長（中原 誉君）

まず、下宿の整備ということで、今回債務負担行為の補正をさせていただきましたが、

こちらにつきましては収容人員３０名程度、床面積で約２００坪程度で新築物件を想定し

て、過去の下宿整備の実績などから２億４,０００万円を事業費として見積もりさせてい

ただいたところであります。
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この事業を進めるに当たりまして、財源が課題となっておりまして、全額を町出身の企

業を経営されているハセガワヨシヒロ様から寄附をいただくということでお約束をいただ

いているところであります。寄附の方法につきまして、まだ確定しておりませんので、今

後決まりましたら予算措置等を考えてまいりたいと思っております。

以上です。

８番佐藤議員。○議長（杉本信一君）

分かりました。○８番（佐藤 昇君）

今の説明では３０名程度の下宿生が入れるということで、場所とかは具体的にはまだ決

まっていないということなのかなと思うのですが、それともう一つは、これ以降、遠軽高

校の生徒が５学級維持していくことについては我々も希望するところですけれども、例え

ば、生徒が減ってその必要がなくなるということも想定されると思うのですが、そこら辺

の見通しなどについてはどういうふうに考えておりますか。

中原企画課長。○議長（杉本信一君）

ただいまの質問にお答えいたします。○企画課長（中原 誉君）

まず場所についてでございますが、幾つか町有地で建設用地を検討しているところであ

りまして、まだ確定しておりませんので、決まりましたらまた御報告をさせていただきた

いと思います。

それから、５学級維持、できる限り取り組んでまいる所存でありますが、万が一下宿を

使わなくなったということになりましたら、基本的に今回民間で整備していただくという

形になりますけれども、町のほうに寄附をしていただくということで考えておりまして、

その後につきましては、合宿やお試し暮らしなどの用途が考えられるかなということで考

えているところであります。

以上です。

よろしいですか。○議長（杉本信一君）

９番佐藤議員。

今、町有地で民間のほうで整備するとお話ありましたけれども、○９番（佐藤 登君）

具体的に建物の所有権とか建築主体、また、今後の運営管理方法はどのように考えている

かについてお伺いいたします。

中原企画課長。○議長（杉本信一君）

まず、建築主体でございますが、町のほうで考えているの○企画課長（中原 誉君）

が、令和４年度に整備した下宿の運営をしていただいております北海道遠軽高等学校下宿

を支援する会に補助をして、施設を整備していただくということで考えておりまして、建

物の所有権につきましてはその支援する会ということで考えております。

また、運営につきましては、現行の下宿と同じように入居者から下宿代をいただいて、

その中で賄っていただくということで考えております。

以上です。
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９番佐藤議員。○議長（杉本信一君）

分かりました。○９番（佐藤 登君）

それで、町のほうではあくまでも下宿を支援する会のほうに金額を渡して、町のほうと

してはその後の建物の維持管理費とかそういうものに対しては一切関わらないという解釈

でよろしいですか。

中原企画課長。○議長（杉本信一君）

ただいまの質問にお答えいたします。○企画課長（中原 誉君）

基本的に下宿代で賄っていただくということで考えておりますけれども、将来的に大規

模な修繕とか、そういったものが発生した場合には、支援する会と協議して決めていきた

いなというふうに考えております。

以上です。

ほか、ございませんか。○議長（杉本信一君）

山本議員。

今の件でちょっと、同僚議員がお話したのでつなげてお話聞きた○７番（山本 悟君）

いと思います。

令和４年６月定例議会において、８,５００万円でこの下宿を造るというお話を聞いた

ときに、当初人員の計画、不足分の計画が、年間１０人ぐらい不足しているので造りたい

というお話を聞いていて、そうしたらある程度間に合うのかなというふうに思っていたの

ですが、今回３０人の分を造るとなりますと、今まで下宿を経営している業者の方にある

程度の影響があるのではないかと思うのですが、その点はどのように考えていますか。

暫時休憩します。○議長（杉本信一君）

午前１０時２０分 休憩

──────────────

午前１０時２１分 再開

再開いたします。○議長（杉本信一君）

中原企画課長。

ただいまの既存下宿に対する影響ということで御質問があり○企画課長（中原 誉君）

ましたので、お答えします。

まず、今回町の支援によって建設する下宿ということで、まず生徒の入居に当たって

は、民間の既存の下宿を優先して入居していただくということで考えておりますし、下宿

代についても民間の下宿に合わせたような設定を考えております。

この建設に当たりましても、既存下宿を経営している事業者とも相談させていただきな

がら進めてまいりますので、御理解いただきたいと思います。

以上です。

ほか、ございませんか。○議長（杉本信一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。○議長（杉本信一君）

これをもって、議案第１号の質疑を終わります。

これより、議案第１号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第１０号）を採決いたしま

す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（杉本信一君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎閉会宣告

以上をもって、本臨時会の会議に付された事件は全部終了しまし○議長（杉本信一君）

た。

会議を閉じます。

以上で、令和６年第１回遠軽町議会臨時会を閉会いたします。

午前１０時２２分 閉会




